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仕様書 

 

１ 件名 

クリプトスポリジウム等検査業務委託 

 

２ 目的 

  本業務は、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、水道原水中のクリ

プトスポリジウム及びジアルジアの水質検査を委託することを目的とする。 

 

３ 法令遵守 

  本業務を実施するにあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守し、かつ発注者の指

示に従わなければならない。 

 

４ 履行期間 

契約日より令和９年３月３１日まで 

 

５ 業務内容 

 （1）クリプトスポリジウム及びジアルジアの水質検査 

 （2）検査結果報告書の作成 

 

６ 検査地点及び検体数 

  別表「検査地点及び検体数」参照 

  ※なお、別表中の検査実施月は、実施予定月とし、発注者の予期せぬ事情により予定月に実

施できない場合は、別途協議により実施月を変更して実施できるものとする。 
 

７ 検査方法 

「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」（平成 19 年 3 月

30日健水発第 0330006号）に定める方法による。 

 

８ 試料の採水 

 （1）採水容器は、受注者が用意し、採水容器の洗浄については受注者の責任において十分に

行うこと。 

（2）採水は、発注者が実施する。試料の受渡場所及び受渡時刻は下記のとおりとし、詳細は別

途協議して決定する。 

    試料の受渡場所：周南市富田二丁目１１－１ 周南都市水道水質検査センター協議会 

    試料の受渡時刻：１３時～１４時頃 
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 （3）採水方法については、「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法に

ついて」（平成 19年 3月 30日健水発第 0330006号）に定める方法による。 

 

９ 安全管理 

 （1）本業務にあたり、事故が発生しないよう業務作業者に安全教育の徹底を図り、指導、監

督に努めること。 

 （2）受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法

の規定により、雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入すること。 

 

１０ 支払方法 

  受注者は、検査を行う毎に検体数に応じた額を委託料として請求するものとし、発注者は、

請求書を受け取った日から３０日以内に当該委託料を受注者に支払うものとする。 

 

１１ その他 

（1）受注者は、一般社団法人全国給水衛生検査協会のクリプトスポリジウム検査の能力認定

証を取得した者が在籍する検査機関であること。 
（2）この仕様に定めない事項及び疑義を生じた場合は別途協議するものとする。 

 

以上 



別表

検査地点及び検体数

検査実施月 試料量 検体数

大迫田浄水場 菅野系原水 10L

菊川浄水場 川上系原水 10L

楠本浄水場　 向道系原水 10L

長穂浄水場 原水 10L

須々万浄水場 原水 10L

須万市浄水場 原水 10L

米光浄水場 原水（井戸水） 20L

柏原浄水場 原水 10L

渋川浄水施設 原水（No.1井戸水） 20L

渋川浄水施設 原水（No.2井戸水） 20L

御屋敷山浄水場 原水 10L

下谷浄水場 原水（伏流水） 20L

下谷浄水場 原水（表流水） 10L

大迫田浄水場 菅野系原水 10L

菊川浄水場 川上系原水 10L

楠本浄水場　 向道系原水 10L

長穂浄水場 原水 10L

須々万浄水場 原水 10L

須万市浄水場 原水 10L

米光浄水場 原水（井戸水） 20L

柏原浄水場 原水 10L

渋川浄水施設 原水（No.1井戸水） 20L

渋川浄水施設 原水（No.2井戸水） 20L

御屋敷山浄水場 原水 10L

下谷浄水場 原水（伏流水） 20L

下谷浄水場 原水（表流水） 10L

林浄水場 第1取水原水（井戸水） 20L

林浄水場 第2取水原水（伏流水） 20L

林浄水場 第3取水原水（伏流水） 20L

渋川浄水施設 原水（No.1井戸水） 20L

渋川浄水施設 原水（No.2井戸水） 20L

渋川浄水施設 原水（No.1井戸水） 20L

渋川浄水施設 原水（No.2井戸水） 20L

33検体数合計
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